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小  に、  過  

【見直し（案）】  【当初（案）】   

○ 平成18年9月30日現在実施している事業所であって、  
定員4人又は5人の事業の場合、報酬上加算。  
・t・37単位／日（4人定旦）、14単位／日（5人定貞）  

○複数の住居から構成されている事業所における住居間の  

距離が下記の場合は、それぞれの住居ごとに加算を算定。  

（平成19年度末まで）  

0 3年間に限定（平成20年度は1／2に縮小）  

【見直し（案）】  【当初（案）】   

○ 平成18年4月1日現在既に夜間支援体制を確保している  
事業所（※）であって、定員4～9人の事業の場合、引き続き  
夜間支援休制が確保できるよう報酬上加算  
・・・127～3単位／日  

（利用者及び障害程度区分に応じて設定）   

※ 平成18年4月1日より後に開設した事業所については、開設時以降、夜間  

支援体制を確保していた事業所。  

○  障害程度区分2以上の利用者（ケアホーム対象者）  

03年間に限定（平成20年度は1／2に縮小）   



Jヽ． 加  、  について  

○ 既にグループホームを実施している事業所であって、小規模な事業所については、世話  

人を引き続き確保できるよう、3年間の経過措置を講じる。  

（1）加算の対象  

■ 平成18年9月30日現在、グループホームを実施している事業所であって、定員4人  

又は5人の事業所（グループホーム又はケアホームL   

・なお、複数の住居から構成されている事業所であっても、個々の住居（定員4人又は  

5人）ごとに専任の世話人が配置されている場合は、それぞれの住居ごとに加算を算  

定することができることとする。   

・ただし、複数の住居から構成されている事業所については、各住居間の距離が、  
入居者の日常生活上の支援を行う上で支障がないと認められる位置関係（世話人  

の業務に着目し、世話人が概ね10分程度で移動することができる距 離）の範囲内で  

ある場合は、19年度末までの経過措置とする。  

（2）加算額   

・住居の規模別（4人又は5人）に単価を設定。   
・4人定員＝・37単位／日、5人定員＝・14単位／日  

（注）平成20年度の加算額は、上記単価の1／2とする。  
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ー8一  

小     日    加  、  について  

○ 既にグループホームを実施している事業所であって、小規模な事業所については、夜間  
支援体制を引き続き確保できるよう、3年間の経過措置を講じる。  

（1）加算の対象   

○ 小規模事業夜間支援体制加算   

一 平成18年4月1日現在で既に夜間支援体制（夜間支援体制加算の要件を満たす  

場合）を確保していた事業所であって、小規模な事業所（ケアホーム）。   
・なお、平成18年4月1日より後に開設した事業所については、開設時以降、夜間支  
援体制を継続的に確保している事業所。   

・対象となる利用者は、当該事業所に入居しているケアホーム対象者（障害程度区分  
2以上）   

（2）加算額   

○ 小規模事業夜間支援体制加算   

・1名の夜間支援従事者が支援するケアホーム対象者数（4～9人）に応じて単価を  

設定。   
・ただし、支援するケアホーム対象者数が4人以下の場合には、4人の単価を適用。  

（注）平成20年度の加算額は、上記単価の1／2とする。   



姻 範井の 宿しについて  

▲  

－9－   



－10－  

りレープホーム・アホームのサービス箆理  

につい  て  

【要件緩和（案）】   



「サービス管理責任者」の要件（修正版，   

経過措置  平成 年 月～平成 年 月  

実務経験   

障害者の保健・医療・福  

祉・就労・教育の分野に  

おける直接支援・相談  

支援などの業務におけ  

る実務経験（3～10年）。  
（注1，2）  

サービス管  

理責任者と  

して配置   

実務経験の要件を満たしていれば、平成21年3月までの間に「相談支援従事者研修（講義部分）」を受講し、  
かつ「サービス管理士任者研修」を修了することを条件として、これらの研修を受講・修了していない場合であっ  
ても、暫定的にサービス管理責任者として配置できることとする。  

（注1）実務経験については、別に定める。  
（注2）グループホーム、ケアホーム、児童デイサービスについては、現にサービス提供を実施している事業者において、実務経験を満た  

す人材を確保できない場合に限り、平成19年度末までに「相談支援従事者研修（講義部分）」と「サービス管理責任者研修」を受  
講・修了することを条件として、3年以上の実務経験をもって暫定的にサービス管理責任者として配置できることとする。なお、グル  
ープホームとケアホームにおいて、この措置をもってもサービス管理圭任者の配置が困難な小規模（定員10人未満）の事業者の  
場合に限り、経過措置期間中（平成20年産末まで）はサービス管理責任者の配置を猶予 できることとする（新規事業者も含む）。  

（注3）「相談支援従事者研修（講義部分）」とは、同研修のカリキュラムのうち、別に定める講義部分（2日間程度）をいう。  
（注4）過去の「障害者ケアマネジメント研修」の修了者については、平成18年度以降、経過措置終了までの間に「相談支援従事者初任  

者研修」く1日）を受講した場合、新制度における「相談支援従事者研修」を修了したものと見なす。  
（注5）多機能型の運営において複数種類の事業のサービス管理責任者を兼務する場合は、「サービス管理責任者研修」のうち、該当  

する種類の事業に係るすべてのカリキュラムを修了することが必要。ただし、事業開始後3年間は、少なくとも一つの種類の事業  
に係る研修を修了していればよいこととする。  
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